
   豊 後 高 田 市 ラ ン ド セ ル 購 入 助 成 金 交 付 要 綱  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 ひ と り 親 家 庭 等 の 児 童 の 就 学 を 支 援 し

た い と い う 寄 附 者 の 意 向 に 基 づ き 、 当 該 寄 附 額 の 範 囲 に お

い て 、ラ ン ド セ ル の 購 入 費 用 の 一 部 を 助 成 す る こ と に よ り 、

ひ と り 親 家 庭 等 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 し 、 も っ て 、 児 童 の 健

全 な 育 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 助 成 対 象 者 ）  

第 ２ 条  ラ ン ド セ ル 購 入 助 成 金（ 以 下「 助 成 金 」と い う 。）の

交 付 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 助 成 対 象 者 」と い う 。）は 、豊

後 高 田 市 に 住 所 を 有 し 、 か つ 、 当 該 交 付 を 受 け よ う と す る

年（ 以 下「 基 準 年 」と い う 。）の ４ 月 ２ 日 か ら 翌 年 ４ 月 １ 日

ま で の 間 に お い て 満 ６ 歳 を 迎 え る 児 童 （ 以 下 「 対 象 児 童 」

と い う 。） の 保 護 者 で あ っ て 、 次 に 該 当 す る 者 と す る 。  

 (１ )  基 準 年 の 12月 １ 日 現 在 に お い て 、 豊 後 高 田 市 ひ と り

親 家 庭 等 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 平 成 24年 豊 後 高 田

市 条 例 第 22号 ） に 規 定 す る 受 給 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け て

い る 者  

 (２ )  前 号 に 類 す る 事 情 に あ り 、 か つ 、 現 に 対 象 児 童 を 扶

養 し て い る 者 で あ っ て 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

 （ 対 象 経 費 ）  

第 ３ 条  助 成 金 の 対 象 と な る 経 費 は 、 助 成 対 象 者 が ラ ン ド セ

ル の 購 入 に 要 し た 費 用 と す る 。  

 （ 助 成 金 の 額 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 額 は 対 象 児 童 １ 人 に つ き ２ 万 円 と し 、 そ の

交 付 は １ 回 限 り と す る 。  

 （ 助 成 金 の 申 請 及 び 請 求 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」

と い う 。）は 、ラ ン ド セ ル 購 入 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



 （ 助 成 金 の 交 付 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い

て は 、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、

当 該 申 請 者 に 助 成 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 助 成 金 の 交 付

を 受 け た 者 に 対 し 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が

で き る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ２ 月 21日 か ら 施 行 し 、 令 和 ２ 年 度 以

降 、 小 学 校 に 入 学 す る 児 童 に つ い て 適 用 す る 。  


